
工事又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知につ

いて  

 

建築業法の一部改正に伴い，建設業法第２０条の２第２項に基づき，

建設業者は，その請け負う建設工事について，主要な資材の供給の

著しい減少，資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影

響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象（※）が発生する

おそれがあると認めるときは，請負契約を締結するまでに，発注者

に対して，その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せ

て通知しなければならないこととされました。  

 

※国土交通省令で定める事象（建設業法施行規則第１３条の１４第

２項）  

・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰

（第１号）  

・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

（第２号）  

 

上記の事象が発生するおそれがあると認められるときは，契約締結

までに，契約事務担当課へ通知書を提出してください。（事象発生

のおそれが認められないときは，提出する必要はありません。）  

 

１ .通知書の様式は，様式集からダウンロードすることができま  

す。  

２ .通知書を提出していない場合であっても，請負契約の変更につ

いて発注部署に協議を申し出ることができます。  

https://www.city.kashiwa.lg.jp/somu/jigyosha/jousui/nyusatsu/yoshikishu.html

